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○対馬市SDGs研究奨励補助金交付要綱 

令和３年５月１９日 

告示第６２号 

（目的） 

第１条 この告示は、対馬市における持続可能な開発目標（以下「SDGs」という。）

の達成に向け、市民、学生等、共同研究グループが行う調査・研究に要する経

費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、対馬市補助金等交

付規則（平成１６年対馬市規則第３７号）に定めるもののほか、この告示の定

めるところによる。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当す

るものとする。 

(１)  市民 

(２)  市民が共同で研究を行うグループ 

(３)  学生等（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく、高等学校、

大学、大学院、大学院大学、短期大学、高等専門学校、専修学校に所属する

生徒、大学生、大学院生、短期大学生、高等専門学校生、専門学校生、研究

生及び我が国出身で海外の大学に所属する大学生、大学院生。又、高等学校

の生徒による研究活動に係る申請に限り、当該生徒が所属する高等学校の学

校長又は指導教員） 

（４）学生等が共同で研究を行うグループ 

(５) 市民と学生等が共同で研究を行うグループ 

（補助研究） 

第３条 この告示に規定する補助金の交付の対象となる補助研究は、SDGsの推進

に資するもので、次に掲げるテーマとする。 
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(１) 対馬の環境に関する研究テーマ 

(２) 対馬の社会に関する研究テーマ 

(３) 対馬の経済に関する研究テーマ 

(４) 対馬の環境・社会・経済の総合的な研究テーマ 

（補助対象経費等） 

第４条 補助金の交付の対象となる補助対象経費は別表第１とし、補助率及び上

限額は別表第２とする。 

２ 補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるも

のとする。 

３ 補助対象経費が１万円未満の場合は、交付の対象としないものとする。 

４ 第１項に規定する補助対象経費に対し、他の補助金等を受けている場合又は

予定の場合は、交付の対象としないものとする。 

５ 次に掲げる経費は、補助金の交付対象経費としない。 

（１） 価格が２万円以上の消耗品の購入経費 

（２） 補助対象者が中心となって取り組むべき主要な研究活動の委託に係る

経費 

（３） 食糧費、調査協力者等への記念品・土産代 

（４） 机、椅子、事務機器等の購入経費 

（５） 領収書がないなど、支出の根拠を確認することができない経費 

（６） 指導教員等に係る旅費 

（７） その他市長が適当でないと認める経費 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、別に指定する期日までに、対馬市

SDGs研究奨励補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し、市

長に提出するものとする。 
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(１) 実施計画書 

(２) 収支予算書 

(３) 研究メンバーの構成 

(４) 指導教員の推薦状（学生等のみ添付） 

(５) 学校に在籍していることが分かる書類の写し（学生等のみ添付） 

(６) 保護者の同意書（様式第２号）（学生等のうち高等学校の生徒及び１８

歳未満の者のみ添付） 

(７) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定等） 

第６条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類審査及

び第１４条に規定する審査会の意見により、予算の範囲内において補助金交付

の適否及び補助金の額を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の交付決定をしたときは、対馬市SDGs研究奨励補助金交付決定

通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

（補助金の交付決定の条件） 

第７条 市長は、前条の交付決定をする場合において、補助金交付の目的を達成

するため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。 

（補助金の変更承認） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、次の

各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ対馬市SDGs研究奨励補助金変更

承認申請書（様式第４号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

(１) 補助研究の内容又はこれに係る補助対象経費を変更しようとするとき。

ただし、次に掲げる軽微なものを除く。 

ア 研究目的に変更をもたらすものではなく、かつ補助事業者の自由な創意

により、より効果的な目的達成に資すると認められるもの 
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イ 補助対象経費総額の２０パーセント以内の経費の増減 

(２) 補助研究を中止しようとするとき。 

２ 市長は、前項の規定による承認をする場合において補助事業者に対し、補助

金の交付の決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。 

３ 市長は、前項の規定により変更した場合は、対馬市SDGs研究奨励補助金変更

承認通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

（補助金の実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助研究が完了したときは、対馬市SDGs研究奨励補助金

実績報告書（様式第６号）に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 研究報告書 

(２) 収支精算書 

(３) 補助対象経費を支払ったことを証する書類 

(４) 写真、論文、チラシ、パンフレット等、事業の実施を確認できる書類 

２ 補助事業者は、完了日から起算して３０日を経過した日又は市長が別に定め

る日のいずれか早い日までに実績報告書を市長に提出しなければならない。 

（補助金額の確定等） 

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、当該実績報告及び

必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき補助金の額を確定するものと

する。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、対馬市SDGs研究奨

励補助金交付額確定通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第11条 補助金は前条第２項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後

に支払うものとする。ただし、補助事業の円滑な遂行を図るため、特に必要が

あると認めるときは、補助金の８割を概算払により交付することができる。 
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（交付決定の取消） 

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取消すことができる。 

(１) 申請書類に虚偽の事項を記載したとき。 

(２) 補助の目的、決定の内容及びこれに付された条件に違反したとき。 

(３) その他この告示の規定に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、対馬市SDGs研究

奨励補助金交付決定取消通知書（様式第８号）により通知するものとする。 

（補助金等の返還） 

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消したときは、既に交

付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

２ 市長は、前項の規定により補助金を返還させるときは、対馬市SDGs研究奨励

補助金返還命令書（様式第９号）により通知するものとする。 

（審査会） 

第14条 市長は、補助金の交付決定その他この告示の目的の達成に必要な事項に

ついて意見を聞くために、審査会を設置するものとする。 

２ 審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（研究成果の公表） 

第15条 市長は、補助研究が完了後、その成果を公表するものとする。ただし、

補助事業者の申出により正当な理由があると認める場合は、その成果の全部又

は一部を公表しないものとする。 

（電子媒体による申請等） 

第16条 第５条第１項及び第８条第１項並びに第９条第１項に規定する様式及

び書類の提出は、市長が指定する電子媒体により行うことができる。 

（その他） 
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第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

（対馬市学術研究等奨励事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 対馬市学術研究等奨励事業補助金交付要綱（平成２６年対馬市告示第１５

号）は、廃止する。 

附 則（令和４年４月２８日告示第７４号）   

この告示は、令和４年５月１日から施行する。 

附 則（令和７年４月１４日告示第７７号）   

この告示は、公布の日から施行する。 

 

別表第１（第４条関係） 

項目 内容 

１ 報償費 申請者及び構成員を除く、現地の作業協力者や外部の専門

家等に対する謝礼 

２ 旅費 研究を実施するために必要な交通費や宿泊費等 

３ 需用費 研究に直接必要な消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水

費 

４ 役務費 研究に直接必要な通信運搬費 

５ 委託料 サンプルの分析等申請者では実施することが難しい専門

性の高い業務を外部の専門業者等に委託する経費 

６ 使用料及び賃借

料 

研究を実施するために必要な会場借上料、車両・機器等の

賃借料、用船料等 
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別表第２（第４条関係） 

区分 補助率 上限額 

個人研究 ５分の４以内 １５０千円 

グループ研究 ５分の４以内 ５００千円 
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